
 

 

第１号議案 

 

 

香芝市地域公共交通活性化協議会規約の一部を改正することについて 

 

 

 

香芝市地域公共交通活性化協議会規約の一部を次のとおり改正する。 

 

 

 

 

令和３年５月２８日提出 

 

 

香芝市地域公共交通活性化協議会 

会 長  小 林 悟       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-１- 

資料３ 



  

香芝市地域公共交通活性化協議会規約の一部を改正する規約 

 香芝市地域公共交通活性化協議会規約（平成２２年１０月２１日施行）の一

部を次のように改正する。 

 第１４条第２項中「香芝市市民環境部生活安全課」を「香芝市生活安全部生

活安全課」に改める。 

 

   附 則 

 この規約は、令和３年５月２８日から施行する。 
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 香芝市地域公共交通活性化協議会規約の一部を改正する規約 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

(事務局) (事務局) 

第１４条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、香芝市生活安全部生活安全課に置く。 

３ 事務局には事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもっ

て充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

第１４条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、香芝市市民環境部生活安全課に置く。 

３ 事務局には事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもっ

て充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
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